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◎
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
業
務
） 

第
二
十
八
条
の
四
十 

推
進
機
関
は
、
第
二
十
八
条
の
四
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。 

一
～
三 

〔
略
〕 

四 

第
二
十
九
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
及
び
第
三
十
条
第
二
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
討
及
び
送
付
を
行
う
こ
と
。 

五
～
十 

〔
略
〕 

 

第
二
十
九
条 

電
気
事
業
者
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
電

気
事
業
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
経
済
産
業
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
以
降
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

期
間
に
お
け
る
電
気
の
供
給
（
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
発
電
用
の
電
気
工
作

物
ご
と
の
電
気
の
供
給
を
含
む
。
）
並
び
に
電
気
工
作
物
の
設
置
及
び
運
用
に

つ
い
て
の
計
画
（
以
下
「
供
給
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
当
該
年
度
の

開
始
前
に
（
電
気
事
業
者
と
な
つ
た
日
を
含
む
年
度
に
あ
つ
て
は
、
電
気
事
業

者
と
な
つ
た
後
遅
滞
な
く
）
、
推
進
機
関
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
業
務
） 

第
二
十
八
条
の
四
十 

推
進
機
関
は
、
第
二
十
八
条
の
四
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。 

一
～
三 

〔
略
〕 

四 

第
二
十
九
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
検
討
及
び
送
付
を
行
う
こ
と
。 

 

五
～
十 

〔
略
〕 

 

第
二
十
九
条 

電
気
事
業
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎

年
度
、
当
該
年
度
以
降
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
に
お
け
る
電
気
の
供
給

並
び
に
電
気
工
作
物
の
設
置
及
び
運
用
に
つ
い
て
の
計
画
（
以
下
「
供
給
計
画
」

と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
当
該
年
度
の
開
始
前
に
（
電
気
事
業
者
と
な
つ
た
日

を
含
む
年
度
に
あ
つ
て
は
、
電
気
事
業
者
と
な
つ
た
後
遅
滞
な
く
）
、
推
進
機

関
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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２ 
推
進
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
気
事
業
者
か
ら
供
給
計
画
を
受
け
取

つ
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
取
り
ま
と

め
、
送
配
電
等
業
務
指
針
及
び
そ
の
業
務
の
実
施
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
に

照
ら
し
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
意
見
が
あ
る
と
き
は
当
該
意
見
を
付
し
て
、

当
該
年
度
の
開
始
前
に
（
当
該
年
度
に
電
気
事
業
者
と
な
つ
た
者
に
係
る
供
給

計
画
に
あ
つ
て
は
、
速
や
か
に
）
、
経
済
産
業
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

３
～
６ 

〔
略
〕 

 

第
三
十
条 

発
電
用
原
子
炉
設
置
電
気
事
業
者
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及

び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以

下
こ
の
項
及
び
第
百
十
二
条
の
三
に
お
い
て
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）

第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
（
そ
の
設

置
す
る
全
て
の
発
電
用
原
子
炉
に
つ
い
て
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の

三
の
三
十
三
第
二
項
の
認
可
の
申
請
を
し
た
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
を
除

く
。
）
で
あ
る
電
気
事
業
者
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
毎
年

度
、
電
気
の
供
給
又
は
電
気
工
作
物
の
設
置
若
し
く
は
運
用
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
供
給
計
画
を
作
成
し
、

原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
一
項
の
検
査
に
合
格
し
た
こ

と
を
証
す
る
書
面
の
写
し
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
使
用
の
開
始
又
は
再
開
に

係
る
特
定
都
道
府
県
の
同
意
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
○
○
○

号
）
第
三
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

の
写
し
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
書
面
を
添
え
て
、
推
進
機
関
を
経

２ 

推
進
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
気
事
業
者
か
ら
供
給
計
画
を
受
け
取

つ
た
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
取
り
ま
と

め
、
送
配
電
等
業
務
指
針
及
び
そ
の
業
務
の
実
施
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
に

照
ら
し
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、
意
見
が
あ
る
と
き
は
当
該
意
見
を
付
し
て
、

当
該
年
度
の
開
始
前
に
（
当
該
年
度
に
電
気
事
業
者
と
な
つ
た
者
に
係
る
供
給

計
画
に
あ
つ
て
は
、
速
や
か
に
）
、
経
済
産
業
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

３
～
６ 

〔
略
〕 

 

第
三
十
条 

削
除 
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由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
二
項
中
「
電
気
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る

発
電
用
原
子
炉
設
置
電
気
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
供
給
計
画
を
変
更
し
て
電
気

の
供
給
又
は
電
気
工
作
物
の
設
置
若
し
く
は
運
用
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
」
と
あ
る
の
は
、
」
と
あ
る
の

は
「
か
ら
」
と
あ
る
の
は
」
と
、
「
」
と
読
み
替
え
る
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
」

と
、
「
こ
れ
を
取
り
ま
と
め
、
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
を
」
と
、
「
当
該
年
度

の
開
始
前
に
（
当
該
年
度
に
電
気
事
業
者
と
な
つ
た
者
に
係
る
供
給
計
画
に
あ

つ
て
は
、
速
や
か
に
）
」
と
あ
る
の
は
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
発
電
用
原
子
炉
設
置

電
気
事
業
者
か
ら
供
給
計
画
を
受
け
取
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
供
給
計
画

が
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
基
本
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
に
照
ら
し
て
適
当
で
あ
り
、
か
つ
、

広
域
的
運
営
に
よ
る
電
気
の
安
定
供
給
の
確
保
そ
の
他
の
電
気
事
業
の
総
合

的
か
つ
合
理
的
な
発
達
を
図
る
た
め
適
切
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項

の
認
可
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
内
閣
総
理
大
臣
、
環
境
大
臣
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
行
政
機
関
の
長
に
協

議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
と
の
関

係
） 

第
百
十
二
条
の
三 

原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
認
可
を
受
け
た
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条

の
三
の
五
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
計
画
に
係
る
原
子
力
発

電
工
作
物
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
計
画
に
対
す
る
第
四
十
七
条
第
三
項

又
は
第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
工
事
の
計
画
が

第
四
十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
（
第
三
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に

掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
で
あ
つ
て
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の

十
四
の
技
術
上
の
基
準
に
該
当
す
る
部
分
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
第
四
十
八
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
（
第
四
十
七
条
第
三
項
第
一

号
に
掲
げ
る
要
件
（
第
三
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分

で
あ
つ
て
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
四
の
技
術
上
の
基
準
に

該
当
す
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
み
な
す
。 

  

２
～
４ 

〔
略
〕 

 

第
百
十
七
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲

役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

 

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
と
の
関

係
） 

第
百
十
二
条
の
三 

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
原
子

炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
を
受
け
た
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
五

第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
計
画
に
係
る
原
子
力
発
電
工
作
物

の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
の
計
画
に
対
す
る
第
四
十
七
条
第
三
項
又
は
第
四

十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
工
事
の
計
画
が
第
四
十
七

条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
（
第
三
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

項
に
係
る
部
分
で
あ
つ
て
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
四
の
技

術
上
の
基
準
に
該
当
す
る
部
分
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
四

十
八
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
（
第
四
十
七
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ

る
要
件
（
第
三
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
部
分
で
あ
つ
て

原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
四
の
技
術
上
の
基
準
に
該
当
す
る

部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
し
て
い
る
も
の

と
み
な
す
。 

２
～
４ 

〔
略
〕 

 

第
百
十
七
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲

役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 
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一
～
七 

〔
略
〕 

八 
第
三
十
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
違
反
し
て
認
可
を
受
け
な
い
で
電
気
の
供
給
又
は
電
気
工
作
物

の
設
置
若
し
く
は
運
用
を
行
つ
た
者 

九
～
十
三 

〔
略
〕 

 

第
百
十
九
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反

行
為
を
し
た
推
進
機
関
の
発
起
人
、
役
員
又
は
職
員
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。 

一 

〔
略
〕 

二 

第
二
十
九
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
及
び
第
三
十
条
第
二
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
し
な
か
つ
た
と
き
。 

三
・
四 

〔
略
〕 

一
～
七 

〔
略
〕 

〔
新
設
〕 

  八
～
十
二 

〔
略
〕 

 第
百
十
九
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反

行
為
を
し
た
推
進
機
関
の
発
起
人
、
役
員
又
は
職
員
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。 

一 

〔
略
〕 

二 

第
二
十
九
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
送
付
を
し
な
か
つ
た
と
き
。 

 

三
・
四 

〔
略
〕 
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○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
使
用
前
検
査
） 

第
四
十
三
条
の
三
の
十
一 

第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
認
可
を
受
け
て
設
置
若
し
く
は
変
更
の
工
事
を
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設

又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
設
置
若
し
く
は
変
更
の
工
事

を
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
そ
の
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
命
令
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の

工
事
に
つ
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
原
子
力

規
制
委
員
会
の
検
査
を
受
け
、
こ
れ
に
合
格
し
た
後
（
第
四
十
三
条
の
四
第
一

項
に
規
定
す
る
実
用
発
電
用
原
子
炉
に
係
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
に
あ
つ
て

は
、
当
該
検
査
に
合
格
し
、
当
該
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
使
用
す
る
年
度
に
係

る
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
条
第
一
項
（
同

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
を
受
け
た
後
の
当
該

年
度
の
開
始
後
）
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

〔
略
〕 

（
使
用
前
検
査
） 

第
四
十
三
条
の
三
の
十
一 

第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
認
可
を
受
け
て
設
置
若
し
く
は
変
更
の
工
事
を
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設

又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
設
置
若
し
く
は
変
更
の
工
事

を
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
そ
の
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
命
令
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
を
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
工
事
に
つ
い
て
原
子
力
規
制
委

員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
原
子
力
規
制
委
員
会
の
検
査
を
受
け
、
こ

れ
に
合
格
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

     
２ 
〔
略
〕 
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○
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
基
本
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
一
号
）
（
第
三
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
） 

第
十
二
条 

〔
略
〕 

２ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

一 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
（
エ
ネ

ル
ギ
ー
需
給
の
長
期
見
通
し
を
含
む
。
） 

二
～
四 

〔
略
〕 

３
～
７ 

〔
略
〕 

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
） 

第
十
二
条 

〔
略
〕 

２ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

一 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
需
給
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針 

 

二
～
四 

〔
略
〕 

３
～
７ 

〔
略
〕 
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○
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

第
三
条 

電
気
事
業
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

〔
略
〕 

 
 

第
百
十
七
条
の
二
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
二
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

四 

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
七
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の

規
定
に
違
反
し
て
小
売
電
気
事
業
又
は
発
電
事
業
を
営
ん
だ
者 

 

〔
略
〕 

第
三
条 

電
気
事
業
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

〔
略
〕 

第
百
十
七
条
の
二
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
一
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
七
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の

規
定
に
違
反
し
て
小
売
電
気
事
業
又
は
発
電
事
業
を
営
ん
だ
者 

 

〔
略
〕 

 
 

 
 


